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米国の移民法と移民政策 
米国は、200 年以上前に建国されて以来、劇的に歴史が変化してきました。この変化に伴い、米国の移民政
策は米国はもとより世界の経済的、政治的状況を反映して進展、変化を重ねてきました。 
20世紀後半までの米国の移民政策は、人口密度が低く、国を発展させるための労働力拡充の必要性から、極
めて開放的でした。 
近年、ますます増加する不合法滞在者・就労者およびテロリストに対応するため、米国の移民政策は頻繁な

移民法の改定により、複雑かつ制限的になってきました。 
従って米国の国内法の中でも、移民法ほど複雑でたえず改法がなされている法律はありません。これらのこ

とから、ビザ取得という目標を効率的に達成するためには、米国の移民法および規則をしっかりと把握する

ことが一層重要となり、事前に専門家との相談の上で長期的な計画を立て、万全の準備のもとに対応する必

要が出てきました。 
 
適切な対応をとればビザの取得は難しくありません 
米国で事を起こすのはそれほど難しいことではありません。 
現在では物理的には、日本に居住したままでも米国の学校の入学許可証も取得できますし、米国法人を設立

する事もできます。また、株や不動産の購入も自由にできます。 
しかし、このような時代になった今でも人的行動には米国のみならずどの国も未だに厳しい制約処置をとっ

ています。物理的な行動は別として、米国内で人的行動を望むのであればその許可書であるビザを取得しな

ければなりません。 
ビザを取得することにより実際に米国で合法的に居住し、行動がとれるのです。 
米国移民法をあまり理解していなかったばかりに金銭的問題を含む全ての計画にダメージを与え、人生設計

をも狂わすことが往々にして起こります。この様な悲劇は事前に回避できる問題なのです。 
ビザを確実に取得するには米国移民法を良く理解した上で、専門家に依頼することが成功への近道です。 
まず、米国で行動を起こす以前に（または後であってもなるべく早く）、ご本人もしくはご家族の将来の計画

をしっかり立て、知識が豊富で経験豊かな専門家にまず相談をし、長期的な計画に基づいてビザを取得する

ことが賢明です。 
 
移民弁護士とは 
世界中で出入国管理と移民管理に関しては、日本と米国が最も厳しい国であると言われています。 
ただし、同じ厳しさの中でも日米両国の規定コンセプトが全く異なっており、日本の場合は最初から外国人

の入国、移民を受け付けていません。 
ですから杓子定規な規定に添わなければならず他の選択肢はありません。 
それに比べて米国は現在でも移民を歓迎しており、非移民者である外国人就労者や学生に対しても寛大に受

け入れています。それだけに、可能性と拒否が混在しており非常に複雑化しているのです。 
日本では弁護士というと訴訟等を連想し、非常に硬いイメージにとらわれがちです。米国の移民弁護士も同

ア メ リ カ の 移 民 法 と 最 近 の ビ ザ 事 情 
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様に移民局や米国大使館に対して厳しく裁判等の対応をしてくれますが、同時に良きアドバイザーでありコ

ンサルタントであり、セキュリティーなのです。 
その点が全く異なっていますので気軽に相談ができます。 
 
 
移民弁護士の必要性 
1. 移民審査官・領事を納得させる書類の提出と説明が不可欠です。 
上記で説明しているように移民法は改定が多く複雑化していますので、昔のように、ただ単に申請書を 
提出するだけでは不充分なのです。残念ながら移民法律事務所以外のビザ申請代行を行っている会社等 
ではこれに対応するには限界があります。 

 
2. 移民局の入国審査官・移民審査官と大使館の領事の判断は、全て法律に基づいており常識には基づ
いていません。 
日本人の常識では考えられない理不尽な結果になることがよくあります。例えば日本人が美徳とする、

「ほめ言葉」や「嘘も方便」が最悪の事態を引き起こした例が数多く見受けられます。また、全て法律

に基づいて審査、判断が行われるため、杓子定規になり、更にミスや偏見が加われば否定的な結果を得

ることは当然です。（驚くべき事例が無数にあります） 
入国審査官、移民審査官および大使館の領事の審査、判断は合議制ではなく 1 人で判断することが出来
るのです。言い換えれば、法的文書受付役から警察、検察官、裁判官を 1人でこなすことができる特権
を持っているという事です。 
個人または申請代行会社を通して申請を行い、もし却下を受けた場合は、却下理由の詳細説明や申し立

て等を行うことは先ず不可能です。 
 
3. ALBS&IILGが扱ってきた強制送還、入国拒否を受けた方々の約 20％は無実の罪です。 
このような無実の罪を受けた方々はどこにこの処理を依頼すればよいのでしょう。ビザの申請代行を 
依頼した旅行社でしょうか、それとも米国大使館でしょうか？ 
それは弁護士以外に対処を受け付けられるところはありません。何故ならば強制送還、入国拒否を受け

た場所または空港管轄の移民局に対して調査、免責や裁判を起こさなければならないからです。米国に

入国することができなくなった方々が、米国の弁護士と面会することもできずに泣き寝入りをしている

例が多くあります。 
 
4. ビザを取得していても強制送還や入国拒否等のビザトラブルに巻き込まれることが多くあります。 
いくら合法的なビザを取得していても安全ではありません。入国時に問題が生じた場合、米国内では誰 
も対処してくれません。もし、弁護士事務所を通してビザを取得していれば、その様な問題が生じた 
場合、即対処することが出来ます。米国に安心して入国する又は安心して居住するには弁護士の協力が 
必要不可欠なのです。 
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5. ビザを取得し、米国に長く滞在する場合には米国政府に対して行わなければならない一定の義務が 
生じます。 
この義務を知らなかったばかりに、その後のビザの延長や変更に支障をきたし、最悪の場合はビザの取

消しになる場合もあります。弁護士はビザ取得後の米国滞在においてなすべき義務の詳細を説明し、米

国滞在中も引き続きケアーを行ってくれます。  
 
 
ビザ取得前のご注意 
移民法は常に改定されています。時には規定の変更に関して、事前に何も公開されずに施行される場合もあ

ります。 
よって、以前は簡単に取得できたビザが今回、申請する時においては取得が非常に困難になっている、ある

いは取得条件が変更している等の問題が多く発生しております。過去のビザ取得者の経験、意見を尊重され

ることも必要ですが、危険な場合もあることを先ずご理解下さい。 
米国ビザの申請においては米国の移民法を理解した上で次の 5 原則を守ることがビザ取得の可能性を高め、
また、ビザトラブルにおいては解決への道となります。 
 
1「誠実に」 2「正直に」 3「率直に」 4「虚偽をしない」 5「小細工をしない」 
 
相談をする弁護士にはこの 5 原則を守るべきです。もしそのことが移民法に触れるようなら弁護士は事前に
注意を促し、移民法についての説明をしっかりとしてくれます。 
 
 
 
 
 
 

代表担当弁護士 
Robert T. Mimbu, Esq. 
ロバート・Ｔ・ミンブ 

アルビスジャパン ゼネラルカウンセル 
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ビザの種類を表しているアルファベットや数字は単なる便宜上の記号であり意味は持っていません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Employment Based：雇用ベースビザ   （自己の才能、雇用、投資に基づくビザ） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米 国 ビ ザ の 種 類 

（非移民ビザ） 
Aビザ：外交・公用ビザ 
Bビザ：短期観光、出張ビザ 
Cビザ：通過ビザ 
Dビザ：乗務員ビザ 
Eビザ：投資家、貿易家駐在ビザ 
Fビザ：学生ビザ 
Gビザ：国際機関関係者ビザ 
Hビザ：広い範囲の労働ビザ 
Iビザ：特派員ビザ 
Jビザ：交換訪問者ビザ 
Kビザ：婚約者、配偶者ビザ 

 
Lビザ：企業内管理職転勤者ビザ 
Mビザ：職業訓練生ビザ（専門学校） 
Oビザ：芸術、科学、ビジネス 
Pビザ：スポーツ選手、芸術関係者 
Qビザ：国際的文化交流者 
Rビザ：宗教関係者 
Sビザ：情報提供者 
Tビザ：人身売買の犠牲者 
Uビザ：犯罪の犠牲者 
Vビザ：永住権保持者の配偶者と未婚の子供 

（移民ビザ） 
Family Sponsored：家族スポンサービザ（親、子、配偶者、兄弟姉妹などの血縁関係に基づくビザ）基づく
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米国への出入国は自由で、滞在にも期限がなく、職業も自由に選択できるビザです。 

 

日本では永住権またはグリーンカードと呼ばれていますが、その他にLPR（Lawful Permanent 
Resident）またはPR（Permanent Resident）ビザとも呼ばれます。 
またグリーンカードとしての名前の由来は1940年代当初に採用されたカードの色がグリーンだったこ
とに起因します。このカードの色は1960年から1970年代まではブルー、1980年代は白、1990年代はピ
ンクとなり、現在は白となっております。 

このグリーンカードの正式名称は「外国人登録受領カード」です。 

このカードは米国の入出国、米国内で雇用される際に必要となります。 

この移民ビザの取得目的はあくまでも米国に移住および永住するためのものです。 

このビザを申請する本人が申請の認可を USCIS（米国移民帰化局）より受けますと、申請者の配偶者
および 21才未満の未婚の子供も同時に申請が可能となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移 民 ビ ザ（Immigrant Visa） 

永住権を取得する方法には 

 
1990年に全面的な変更を行った移民法Immigration and Nationality Act of 1990が制定されました。 
この移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つの方法があります。 
 

1. 直近親族である家族スポンサーによる 

2. 自己の才能および能力による 

3. 非移民ビザである就労および駐在ビザからによる 

4. 移民分散化プログラム（抽選永住権プログラム）による 

5. 米国に投資を行うことによる 

 

現在のところ上記 5つの方法のみが永住権の取得を可能とする方法です。 
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米国籍者の直近親族を持つ配偶者、子供、両親、兄弟、姉妹が対象者となります。しかし、すべての家

族が直に申請が出来るわけではなく血縁関係によっては申請の審査順番を待たなければなりません。米

国籍者の配偶者、親、子供（21歳未満の未婚）以外の親族は、年間のビザ発給数が定められているため

自身の申請がその発給枠に入るまで審査を待つ必要がございます。その待機期間は血縁関係及び年間の

ビザ発給数によって第1順位(F1)-米国市民の未婚の子供/第2順位(F2A)-米国永住権者の配偶者･21歳未

満(未婚)の子供/(F2B)-米国永住者の21歳以上の子供/第3順位(F3)-米国市民の既婚の子供(その配偶者

および子供)/第4順位（F4)-米国市民の兄弟・姉妹となり、それぞれにおいて待機期間が違ってまいり

ます。待機期間においては、毎月の国務省発表の『ビザ広報』(Visa Bulletin)にて発表されています。

上記待機期間に該当される血縁関係の方は永住権取得までの期間は血縁関係の順位に依りますが約

6-12年程度かかります。 

スポンサーとなるアメリカ市民は、永住権申請者をサポートできる十分な資産の証明が必要となります。 

 

米国籍者がスポンサーとなった場合： 

配偶者  ：順番を待つことなく取得可能。 

  ただし、結婚後2年を経過していない場合は条件付き（2年間の期限付き）永住権となります。 

 （K-1フィアンセビザの項をご参照ください） 

子 供  ：21才未満の未婚の子女 

  21歳以上の未婚の子女（第1順位F1） 

  年齢に関係がなく既婚の子女（第3順位F3） 

両 親  ：米国籍者である子供が既に21才に達していれば両親の申請が可能。 

  順番を待つことなく取得可能です。 

兄弟姉妹：米国籍者の兄弟及び姉妹(F4)も申請可能ですが、現在では取得までの期間が12～13年掛かっ

ております。 

 

（注意）永住権保持者の場合は、その配偶者(第2順位F2A)、及び未婚の子供（第2順位F2B）のみが対象

者となります。 

 

（参考）Vビザ： 

2000年12月21日の時点で請願を提出してから既に3年以上、米国国外（日本）で待機している永住権保

持者の配偶者と未婚の子供に対して発給される新しく追加されたビザです。従来、永住権保持者と結婚

して永住権の請願を提出後、申請に至るまで4～5年間米国国外で待機しなければならず、しかも、その

間米国の配偶者を訪問することもできませんでした。LIFE Act の救済処置により上記該当者に対して

米国への入国が認められ、労働許可も受けられる待機用の暫定ビザです。 

LIFE Act=Legal Immigration and Family Equity Act 

 

 

1. 直近親族である家族スポンサーによる 
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EB-1ビザ： 
このビザの資格を有する個人カテゴリーには以下の3種類があります。 

（1）国内あるいは世界的に有名であると証明できる「並外れた才能」を持つ人。 

（科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて） 

（2）「傑出した教授、研究家」および「世界に認められている人」 

（3）複数の国において役員もしくは経営者で、外国企業に過去3年の内1年以上雇用され、 

同様の業務を米国企業に提供するために米国に移転できる人。 

このカテゴリーに当てはまる人に対しては、米国労働者欠乏証明を提示することなく、本人および扶養

家族にグリーンカードが発行されます。 

 

EB-2ビザ： 
このビザは高等学位（巨匠、博士、その他）を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のい

ずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると

認められればビザが発給されます。ただし、「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証

明しなければなりません。また、このビザを持つ者の家族にもグリーンカードが発行されます。 

 

EB-3ビザ： 
このビザは特殊技術を持つ専門家を対象としたもので、この「専門的職業」とは会計、旅行、ホテル経

営、設計士、エンジニアリング、看護、その他特殊研究分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労

働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。 

米国雇用者は「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証明しなければなりません。 

また、このビザを持つ者の家族にもグリーンカードが発行されます。 

（スペシャリストのための永住権取得の項をご覧ください） 

 

 

 

ホームページ上より、（http://www.albsjapan.com/）非移民ビザ解説書の内容をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 自己の才能、能力による 

3. 非移民ビザからによる 
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1990年の新移民法の制定で初めて施行されたプログラムで、日本でもDV抽選プログラムとして馴染みの

ある特別プログラムです。 

このプログラムは年1回施行されておりますが例年募集期間は決まっていません。 

日本の場合は初年度5,000名の当選者が出ましたが、その後、当選者は減少の過程をたどっております。

また1996年度より申請書の他に写真、署名を必要とする、新しい条件付き募集となっております。 

 

この抽選永住権プログラムによる昨年の日本人の永住権取得率： 

このDVプログラムに応募する日本人の数は推定50,000人以上と言われております。 

DV-2001では408名、DV-2002では637名、DV-2003では890名、DV-2004では1,241名、DV-2005では373名、

DV-2006では336名、DV-2007では333名の日本人が当選しました。 

かなり厳しい永住権取得率ですが、他の永住権の取得条件に比べ、はるかに緩やかな条件のため、永住

権を取得希望の方は参加する意義が高いと思われます。 

※ウェブサイト「DV抽選永住権（http://www.dvlottery.jp/）」をご覧ください。 

 DV抽選永住権プログラムの最新の詳細情報をご紹介しております。 

 

 

 

 

米国移民法203(b)(5)EB-5は1990年に制定されました。 
EB-5ビザ：このビザは「雇用開発投資家ビザ」と呼ばれるもので米国内における地域（企業）の発展と 

雇用の促進を目的としたものです。 

 

このビザに対する規定は下記の通りです。 

（1）投資家は米国企業に100万ドルの投資を行う必要があります。 

ただし、移民局が指定した「発展が遅れている地域」または「失業率の高い地域」に 

ついては50万ドルでよい。 

（2）投資を行う企業は、新規あるいは問題のある企業とされております。 

（3）投資を行った企業は、少なくとも投資家1人につき10人以上の米国人労働者を雇用し、 

2年以上継続しなければなりません。 

（4）投資を行う時点で条件付き（2年間）永住権を発給し、2年後に投資家が上記の条件を 

継続していることを確認した上で永久的な永住権が発給されます。 

 

このプログラムは現在最短(約一年)で永住権が取得できる方法の一つです。 

詳しくはウェブサイト「特別投資プログラム（http://www.investmentvisa.jp/）」をご覧ください。 

 

 

 

4.  移民分散化プログラム（抽選永住権プログラム） 

5. 米国企業に投資を行うことによる 
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永住権の申請および取得後の注意 

永住権の申請を行う場合、下記の点に注意しなければなりません。 

 

申請者が既に米国ビザを所持している場合： 

手続きを米国内で行い、米国内で順番を待つことは可能ですが、日本で永住権の申請を行うのに比べて

取得までの期間がかなり長く掛かります。 

しかしながら請願の認可後、永住権の取得許可が下りるまで米国にて就労が可能となります。 

 

米国ビザを所持していない場合： 

米国内での申請は不可能で、申請中は米国外で待たなければなりません。 

例として、米国永住権を保持している者と結婚する場合でも現在は3～4年間は米国外で待たなければな

りません。しかし、新婚早々から別居生活は堪え難いと、申請後に渡米したり、移民意志を隠しながら

他の非移民ビザの申請等を行うと入国拒否や移民ビザの発給を拒否されますので、この点に充分気を付

けなければなりません。 

 

米国永住権の取得後： 

せっかく永住権を取得しても、米国に移住せず手続きを放置すれば自動的に抹消されてしまいます。 

少なくとも半年に1度は米国を訪問し、移住する意志があることを示さなければなりません。それには

米国で所得がある、無いに関わらず所得申告は行わなければなりません。 

将来は移住する意志があっても、少なくとも2年間は米国を訪問することができない場合には「再入国

許可証(Reentry Permit)」の申請を行うことで永住権を維持することができます。 

 

再入国許可書証(Reentry Permit)： 

米国に再入国をするまでの期間が１年以上におよぶ場合は、米国大使館で特別移民ビザ(Special 

Immigrant Visa)を取得するか、あらかじめ決まっていれば再入国許可証(Reentry Permit)を取得した

方が良いでしょう。 

上記の詳細は分析後、ALBSより説明いたします。 

 

 

市民権の申請 

市民権の申請資格は、永住権取得後5年経過して、その間30ヶ月以上米国に居住していれば得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請から市民権取得までの手順 

1 ．市民権申請 

2 ．帰化テスト 

3 ．最終審査 

帰化テストは、日常会話程度の英語力と米国人としての常識が問われます。 
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米国への永住を求めているスペシャリストの方のためのビザオプション 

（研究者、科学者、芸術家、アスリート等） 

 

スペシャリストのための永住権取得とその方法 

米国政府は米国で科学・芸術・スポーツの発展に貢献しようとする優秀なスペシャリストのための政府

プログラムを施行しました。この法律は「卓越した能力を持った外国人」「研究者」「米国の国家利益

に関わる仕事をしている学士を含むそれ以上の資格を持つ専門家」として認められた科学者や研究者、

芸術家、アスリート等の分野のスペシャリストに対して永住ビザ“グリーンカード”を与えるというプ

ログラムです。 

つまり、スペシャリストは技術、経験、受賞そしてその分野における過去と将来の貢献のみによってこ

の特権を手にすることができます。 

このプログラムは、現在の米国法の下では世界中の如何なる移民ビザプログラムよりも大幅な柔軟性と

自由さを持っています。例えば、“卓越した能力を持った外国人”プログラムや“国家利益”プログラ

ムは、申請時において雇用主あるいはスポンサーからの雇用証明を必要としておりません。 

このプログラムの基準は3つの移民ビザプログラムにより成り立っています。 

当法律事務所の経験豊かな弁護士が分析した上で各申請者の明確な状況に基づき全ての選択肢を検討

し、各スペシャリストにあった最も良いプログラムを決定します。 

 

 

スペシャリストのための永住権取得：3つの選択肢 

選択肢として3つのプログラムを設けています。 

 

 

 

 

 

 

永住権取得までの期間は目安として約20ヶ月程度とお考えください。 

各プログラムは異なる恩恵を提供し、状況にあった最良のプログラムを選択できるようにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集：スペシャリストのための永住権取得 

1. 国家利益プログラム 

2. 研究者のためのプログラム 

3. 卓越した能力を持った外国人のためのプログラム 
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1. 国家利益プログラム (National Interest Wavier program) 

科学、テクノロジー、ビジネス分野で学士を含むそれ以上の修士を持ち、 あなたの専門分野での仕事

が実質上"国家利益"に貢献するとみなされる場合が対象となります。 

特に、雇用契約がなくても申請ができ、労働許可（labor approval）も必要ありません。 これにより

早急に処理ができるのです。 

1. 修士を含むそれ以上の学位を持ち 

2. その仕事が、“米国の国家利益に将来的に非常に貢献するもの” 

資格を得るために、修士以上の学位を取得したことを示さなくてはなりません。米国で学位を取得して

いなければならないという規定はありません。もし海外で取得した学位が米国のそれと同等の学位プロ

グラムである場合、このプログラムでは資格として認められます。 

通常、移民就労ビザに関しての申請は労働省からの認可が必要とされていますが、この国家利益プログ

ラムはこの条件を免れています。 

 

 

2. 優れた研究者のためのプログラム （Outstanding Research Program） 

 

1. 修士を含むそれ以上の学位を持ち 

2. その仕事が、その分野で“傑出”しており 

3. 少なくとも、専門関連分野での3年以上の経験を持つ者で 

4. アメリカ人の雇用主がスポンサーとなる場合 

 

（1）資格を得るために、修士以上の学位を取得したことを示さなくてはなりません。 

先に述べた通り、米国で学位を取得していなければならないという規定はありません。 

もし海外で取得した学位が米国のそれと同等の学位プログラムである場合、このプログラムでは

資格として認められます。 

（2）その学問分野でエキスパートであることを示さなければなりません。 

つまり、あなたが米国あるいは海外でその分野における“エキスパート”であることを証明しな

ければなりません。通常、その分野で権威のある有名な賞を受賞している、出版された論文、受

賞、独自の学術的貢献や推薦状などによる証明が必要です。 

（3）その分野で少なくとも3年間の職歴を立証する必要があります。 

通常、職歴は修士以上の学位取得後に得たものです。例えば、あなたが母国で医療の学位（MD）

と同等のものを取得し博士号をとる間、準研究員として働くために米国に来た場合、米国に来て

からの職業経験がこのプログラムにおいては認められます。 

国家利益プログラムとは異なり、上記書類の他に長期的“雇用契約書”が必要です。しかし、前

もって労働省からの認可や“労働許可証（labor certification）”は必要ありません。 

雇用主が申請者の“スポンサー”となるため、移民局USCIS（旧INS）はあなたの雇用主に関して

その分野で“証拠となる”業績を示した書類も必要となります。 

例えば、あなたがメディカルスクールの研究科で準会員として働いた場合、学校の出版した出版

物、あるいはその分野での学校の全国的な評判、あるいは実績が重要な情報となります。 
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3. 卓越した能力を持った外国人のためのプログラム (Ailen of Extraordinary Ability Program) 

このプログラムは自分自身がスポンサーとなることができます。 

つまり、申請するために雇用主からのサポートが一切必要ないということです。さらに前もって労働省

からの認可は必要ありません。 

1.“その分野でトップの者”で 

2. 少なくとも、専門関連分野での3年以上の経験を持つ者 

“卓越した能力を持った外国人”のための移民ビザプログラムは“優れた研究者”や“国家利益”プロ

グラムの代替案として機能しています。国家利益プログラムと同様に、この選択肢には仕事のオファー

あるいは雇用主のスポンサーシップを必要としておりません。スペシャリストであることを証明できれ

ば自分自身をスポンサーできます。 

また、国家利益プログラムとは異なり、そのスペシャリストの仕事が米国の“国家利益に多大に貢献す

るだろうこと”を示す必要はありません。しかし、卓越した能力を持った外国人として、あなたはその

学術およびスポーツの分野で名高いエキスパートであることを立証しなければなりません。従って、卓

越した能力によってビザを取得する際は、あなたが“その分野でトップ”であることを示したサポート

の手紙、学術的論文や価値のある賞等（例：ノーベル賞、オリンピックのメダリスト、国際的な賞等）

の顕著なもので立証していくことが望まれます。 

 

ALBSと(International Immigration Law Group) 法律事務所の作業 
この分野へのあなたの学術的貢献と、その専門的分野に引き続き関わっていくことを書類で充分に立証

することで、あなたとその家族の永住権取得が可能になります。 

残念ながら、スペシャリストのための永住権取得プログラムの規定や移民局、労働省、国務省が施行す

る関連した連邦規定は共に複雑で、簡単に理解できるようなものではありません。将来性とチャンスの

ある米国ではありますが、もし永住権の取得を考えられている方々が専門家の適切なアドバイス、援助、

指導を受けなかったために判断を誤れば、混乱や恐怖さえも感じる場所となり得るのです。 

ALBSは多くのサービスを行います。事実、IILGの弁護士はスペシャリストのための移民分野における豊

富な経験をあなたに提供致します。 

 

以下を含む米国全土の主要な機関の科学者や研究者をサポートすることに成功して参りました。 

○国立衛生研究所(NIH)  ○ハーバード大学 

○ダナフェーバー癌センター ○ジョンズホプキンスメディカルスクール 

○メリーランド大学  ○マサチューセッツ大学 

○タフツ大学   ○ニューヨーク大学メディカルスクール 

○バッファロー大学  ○ワシントン大学その他多数 

さらに、IILGの弁護士は研究者・科学者・アーティスト・アスリート等に対して、移民に関する解決策

やカウンセリングを行い続けております。 

当法律事務所はこの分野における経験を兼ね備えており、各プロセスを通してあなたに、このプログラ

ムに参加しようと決断されてからビザを取得するまで質の高い指導を行います。 
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ビザ取得やご相談の際には分析をお受けください 

分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、取

得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせていただくシステムです。ビザの申請費用につい

てはその時点でご提示させていただきます。 
分析の結果、ビザ取得の可能性があり、ご希望があればビザの請願、申請、免責および調査の手続きを

いたします。ビザの請願・申請手続きをALBSがお引き受けした場合には、分析基本費用（追加費用を除

く）は返金いたします。（免責、調査および法人設立手続きのみの場合を除く） 
また、以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には「再度申請が可能か」

また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等のアドバイスをさせていただきます。 

 

分析の手順 

1. 米国ビザ解説（PDFファイルは無料でダウンロードできます）をお読みいただいた上で、ALBSに分
析依頼をされる場合はお電話、FAX またはウェブサイト上の分析申込みフォームでお申込みくださ
い。この際に分析を行うビザの種類若しくは、渡米の目的をお知らせいただきます。 
↓ 
2. 分析費用の振込確認もしくはカード承認後、分析用質問書及び分析に必要な書類のリストを送付さ

せていただきます。 
ご利用可能なカード：JCB・VISA・DC・MASTER・AMEX 
振込先銀行口座：アルビスジャパン（株） 三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店（普通）0750782 
↓ 
3. 質問書にご記入の上、必要書類を同封して、ALBSに返送していただきます。 
この時点より分析作業を開始させていただきます。 
↓ 
4. IILGの弁護士が分析をいたします。 
↓ 
5. 分析結果は面接若しくは文書にてご報告させていただくことを基本としておりますが、遠方でやむ

を得ない場合は電話面接も可能です。その際に現在の状況からビザ取得までの最善の方法をご説明

するとともに、将来にわたってのスケジュールをご提案いたします。 
↓ 
6. その結果、ビザ取得の可能性によって、申請費用が提示され、ご依頼いただいた場合はビザの請願、

申請、免責および調査手続きをいたします。 
↓ 
7. 分析時点で結果が出ない場合は、引き続きその後のフォローをいたします。  
 

 

 

分析について 
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下記の書類が必要となります 

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。 

以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも必要です。 

 

その他ご用意頂く書類 

○F-1ビザの場合 

1．I-20のコピー 

2．再申請の場合は、在学した全ての米国学校の成績証明書とI-20のコピー 

○Hビザの場合 

1． 雇用者となる米国の会社概要及び雇用者からの手紙（ない場合は雇用条件の詳細） 

2． 雇用が未定の場合、希望職種の説明 

3． 英文レジュメ 

○L-1／E-1ビザの場合 

1．日本の会社概要 

2．もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要 

3. 申請予定者のポジションを含む会社組織図（日米） 

○E-2ビザの場合 

1． もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要 

○K-1ビザの場合 

1． 婚約者からの手紙および婚約者に書いた手紙、その他二人の交際を示す全ての 

書類（電話料金、FAX、E-mailのコピー、写真等）  

○スペシャリストのための永住権取得の場合（英文での記入をお願い致します） 

1．詳細を記した個人的履歴書 

2．ご自分の専門分野に関する簡単な説明（専門的でないもの） 

3．ご自分の賞状、フェローシップ、スカラーシップの全てのリスト 

4．ご自分が出版なさった書物、ポスター、概要の全てのリスト 

5．ご自分の最終的な研究の目的に関する簡単な陳述書 

6．推薦状のリスト（どのような方からいただけるか 10名以上） 

○却下を受けた方の場合 

1．却下に至るまでの経緯説明及び却下時の申請書類の全てのコピー 

2．却下時の領事との一問一答の詳細 

3．米国大使館からの返答書のコピー 

○入国拒否または強制送還を受けた方の場合 

1．問題に至るまでの経緯説明 

2. 移民局または入国審査官から受け取った書類等 

3．書類を受取っていない場合は入国審査官との一問一答 

 

○犯罪歴がある方の場合 




